
                      平成２３年４月８日 

千葉県倫理法人会 

 会員各位 

                      千葉県倫理法人会 

                     会長 藤本定明 

 

東日本大震災に伴う会員企業被害調査について 

 

 陽春の候、この度の大震災から２週間が経ちましたが、各地の被害は拡大、

深刻化して千葉県内からも被害の報告が届いております。 

千葉県倫理法人会として、県内の会員様の社屋等の被害について、下記要領

として調査することとなりました。 

当会慶弔規定により、調査結果をかんがみお見舞い金の執行をさせていただ

くためのものです。 

被害のある方のみご返信をお願い致します。 

 

              FAX ご返信 

                        平成２３年 ４月  日 

千葉県倫理法人会 

会長 藤本定明 宛 

                   

会員企業被害調査報告書 

      （東日本大震災に伴う被害） 

①被害企業名 

②代表者名 

③倫理法人会役職 

 

住所・TEL 

 

被害状況 

 

① 

                                

② 

③ 

 

            

            

            

 

恐れ入りますが４月２０日まで事務局に FAX 願います。 

FAX０４７－３３６－９２８７ 


